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はじめに～ILO（国際労働機関）とは

○ILOは国連の専門機関。1919年発足。本部はスイス・ジュネーブ。

日本含め世界１８６カ国が参加。2019年に100周年。

○国際労働基準の普及により、ディーセントワーク（働きがいのある人間

的な仕事）を推進し、社会正義を実現することがミッション。

○政府、使用者、労働者の三者による元祖ステークホルダー参画型組織。

日本は10の常任理事国の一つ、政府、経団連、連合から理事就任。
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１．「ビジネスと人権」の動き
いま、世界と日本で大きな潮流に

・18世紀末 産業革命と企業 労働条件の過酷化

・1919 ILO（国際労働機関）創立 労働基準と社会正義の実現めざす

・1945 第二次世界大戦終結

・1947 世界人権宣言 1976 国際人権規約

・ 1960s～70s 多国籍企業の拡大、人権問題の続出

・1970年代 国連で「多国籍企業条約」（ハードロー）検討、挫折

・ 1970年代後半 国際機関で多国籍企業のCSRソフトロー策定

1976、OECDガイドライン、 1977、ILOの宣言

・ 1990 ソ連圏崩壊、グローバル化が加速 グローバル企業の人権問題

・ 2000 国連グローバル・コンパクト

・ 2010 ＩＳＯ２６０００の発行

・2011 国連ビジネスと人権指導原則

・2020 日本が国家行動計画策定
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国連「ビジネスと人権」の構成と内容

Ⅰ 人権を保護する国家の義務
・国家は企業による人権侵害を防止し、取り除き、補償を確保
する義務がある。

Ⅱ 人権を尊重する企業の責任
・企業は国際的に認められた人権を尊重する方針を示し、デュー
デリジェンス（侵害の予防）に心がけ、是正する責任がある。

Ⅲ 救済へのアクセス
・人権の侵害を受けたものが救済制度にアクセスし、苦情の申立て
ができるようにする。
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１．「ビジネスと人権」の動き
EU（欧州連合）加盟国のビジネスと人権・法制化の動向

欧州議会は3月10日、人権・環境デューデリジェンス法制化の報告を賛成多数で承認
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２．日本企業と「ビジネスと人権」

経団連加盟企業の取組状況（2020.12調査）
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２．日本企業と「ビジネスと人権」

人権方針の策定状況は（2020.12経団連調査）
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ビジネスと人権
指導原則

３．日本の国家行動計画（NAP）について

日本行動計画（NAP）の推進と展望

日本行動計画
NAP Ver.1

◯2020年、国連の「ビジネスと人権」策定から９年後、日
本が国家行動計画（NAP）をようやく策定。

◯日本NAPは、企業にデューデリジェンスなどを求めて
いるが。国連原則すべてをカバーしてはいない。
これは日本での出発点。

◯日本NAPは企業に人権デューデリジェンスなどを
求めている。

◯人権対策をこれから本格化する企業は、中小企業を
含め、まず日本NAPのレベルを実現する必要がある。

◯既に取組んでいる企業は、欧州での法制化や各国の
動向も踏まえながら、「指導原則」本体、そして、それ
以上をめざすことが望まれる。

9



３．日本の国家行動計画（NAP）について
計画の構成と内容

◯日本行動計画（NAP）策定の経緯と考え方
・国連「ビジネスと人権指原則」の着実な実施
・SDGｓ実現と人権確保の一体的な取組み

◯行動計画の５つの優先分野
①政府政策の一貫性確保、関係省庁間連携 ②企業の理解促進と意識向上
③社会全体の理解促進と意識向上、④内外サプライチェーンでの人権尊重

⑤政府による司法、非司法的救済措置の確保と改善

◯政府を中心とする取組み
◯指導原則全体に関する横断的取組み

・ディーセントワーク、子どもの権利、新技術と人権、消費者、法の下平等、外国人

◯指導原則３分野ごとの取組み（担当省庁明記）
①国家の義務、②政府による企業責任の促進、③救済へのアクセス

◯政府から企業への期待
・人権デューデリジェンス、サプライチェーンを含むステークホルダーとの対話、

効果的な苦情処理による問題解決

◯行動計画の運用と見直し
・初年度：デューデリジェンス状況把握、3年後に内外の動向把握、５年後に改定
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○各国での策定状況

2013 英国、オランダﾞ 2014 デンマーク、フィンランドﾞ 2015 スエーデン、ノルウエイ、

リトアニア、コロンビア 2016 米国、ドイツ、イタリア、スイス、2017 フランス、スペイン、ベルギー、

チェコ、アイルランド、チリ 2019 タイ、ケニア 2020 日本

○アジアは「ビジネスと人権」の要請の応えていない（策定２、関連１、独自１）

・タイ（2019） 労働組合が参加していない （韓国は既にカバーする法制度があると報告）

・日本(2020） NAP策定のガイドライン（※）に沿っていない

・中国 国連文書とは異なる独自のビジネス人権策定（2013初版、2016第３版）

○日本の行動計画の問題点：企業に対する実効性が乏しい

・原則を踏まえた現状分析（ギャップ分析※）がない。独立人権機関に触れていない。

・企業の取り組みへの具体的な提言等がない（原則のDDを紹介するのみ）

・再検討が５年後では時代の変化に追いつかない（市民サイドは３年以内求めた）

・政府内の位置づけが低過ぎる（設置根拠なしの省庁連絡会議での担当ベル間の確認）

・策定後に政府による普及促進の動きがない。

・省庁担当間での人権課題整理やILO基本条約批准などのポリシーには一定の意義

３．日本の国家行動計画（NAP）について

世界のなかの日本とアジアの状況
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４．企業に求められること
「ビジネスと人権」で何をすべきか

◯人権方針の策定と実践
◯人権デューデリジェンスの実施
◯救済メカニズムの構築
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１．結社の自由と団体交渉権 ２．強制労働の撤廃

３．児童労働の禁止 ４．職業・雇用で の差別撤廃

４．企業に求められること

「ビジネスと人権」は雇用・労働分野では何を求めているか
→ILOの中核的労働基準をサプライチェーンとともに達成すること
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人権としての労働の位置

 1990年代まで

 2000年代

 2010年代（国連「ビジネスと人権の原則」、ISO26000）

人 権 ＣＳＲ労 働

ＣＳＲ 人 権 労 働

ＣＳＲ 人 権
労 働ILO基本条約
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４．企業に求められること

デューデリジェンスとそのすすめ方

企業活動のネガティブな影響の検討と特定
・企業活動のネガティブな影響を幅広く検討し特定する

・ステークホルダーの参加を得る

対応方針の確認と組織内への伝達
・影響の特定を踏まえて対応方針を確認する

・組織内に適切に伝達し対応を求める

対応活動の評価とフォロー、情報の公表

デューデリジェンスとは
自社の活動について、人権に関する実際のおよび潜在的な悪影響を特定、

予防し、緩和する。そして、ステークホルダーの参加を得て、対応方針を

確認し社内に伝えるとともに、活動のフォローを行い公表する。
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デューデリジェンスを含む法律、海外のツールなど

（日本の行政での例）

◯女性活躍推進法（2019年5月改正）による義務事項（厚生労働省関係）

・常時雇用する労働者数が301人の事業主は、（１）自社の女性の活躍に関する状況把握・

課題分析、（２）状況把握・課題分析を踏まえた数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の

策定・届出・周知・公表、（３）自社の女性の活躍に関する情報の公開

◯環境報告ガイドライン（2020年8月発行）による情報開示（環境省関係）

・環境デューデリジェンスの手引書であり、その普及等を通じて、環境デューデリジェンス

の理解、情報開示等の促進に努める

◯外務省関係：検討中

（海外での事例）

◯OECDデューデリジェンスガイドライン

◯EU（欧州連合）は2021年に環境・人権デューデリジェンス法を制定の方向

◯各国法 英国（2015現代奴隷法）、仏国（2017年ビジネス法）、豪州（2018年現代奴隷法）

各国国家行動計画（NAP) ドイツなど

◯CSRツール ISO26000、など。
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４．企業に求められること

最近の報道から
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ご清聴ありがとうございました
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行政資料
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行政資料から～政府の取組
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